
　 石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

石  川  県  人  事  委  員  会

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 四 号

　　　 石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 三 条 の 二 第 二 号 中 「 就 業 手 当 又 は 」 を 削 る 。

　 第 二 十 六 条 第 一 項 中 「 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 イ に 該 当 す る 者 に 係 る 就 業 促 進 手 当 （ 以 下 「 就 業 手

当 」 と い う 。 ） に 相 当 す る 退 職 手 当 に あ つ て は 別 記 第 十 八 号 の 二 様 式 に よ る 就 業 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 支 給 願 に 、

同 号 ロ 」 を 「 雇 用 保 険 法 第 五 十 六 条 の 三 第 一 項 第 一 号 」 に 、 「 再 就 職 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 支 給 願 に 、 同 号 ロ 」 を 「 再

就 職 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 支 給 願 に 、 同 号 」 に 改 め る 。

　 別 記 第 十 六 号 様 式 （ 表 ） 中 「㊞」 を 削 る 。

　 別 記 第 十 八 号 の 二 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記第18号の２様式　削除

　 別 記 第 十 八 号 の 三 様 式 （ 表 ） 中 「再就職手当に相当する退職手当支給願」 を

「　　�　　�再就職手当に相当する退職手当支給願

　�（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。）」

に 改 め 、 「㊞」 を 削 り 、

「

� 」

※
処
理
欄

所定給付日数 日

備　

考

支 給 残 日 数 日

支 給 金 額 円

支給決定年月日 年　�月　�日

を

「

　（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。� 」

※
処
理
欄

所定給付日数 日

備　

考

支 給 残 日 数 日

支 給 金 額 円

支給決定年月日 年　�月　�日

に 改 め る 。

　 別 記 第 十 八 号 の 四 様 式 （ 表 ） 中 「就業促進定着手当に相当する退職手当支給願」 を

「　　　�就業促進定着手当に相当する退職手当支給願

　�（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。）」

に 改 め 、 「㊞」 を 削 り 、

目 次

人事委員会
〇�石川県職員の退職手当に関する規則の一部を改正する 

規則� 　　1

○�公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する規則 

の一部を改正する規則� 　　2

○�石川県人事委員会が所管する手続等に係る石川県行政 

手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施 

行規則の一部を改正する規則� 　　3

○県の事務所に係る労働基準法による区分の一部改正� 　　3

人 事 委 員 会

令和７年３月 31 日（月曜日） 号� 外 1石 川 県 公 報

令和 ７ 年 ３ 月 31 日（月曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ２４ 　号）



「

� 」

備
考 を

「

　（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。� 」

備
考 に 改 め 、 同

様 式 （ 裏 ） 注 意 事 項 ５ を 次 の よ う に 改 め る 。

５　事業主の記載事項

　⑴�　５欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から６カ月に至つた時点における一週間の所

定労働時間を記載すること。

　⑵�　６欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、申請者に対して明示した賃金額（月額）を記載するこ

と。

　⑶�　７欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から最初に到達する賃金締切日（賃金締切日

が１暦月中に２回以上ある者については各暦月の末日に最も近い賃金締切日を、日々賃金が支払われる者等

定められた賃金締切日のない者については暦月の末日をいう。以下同じ。）まで、及び各賃金締切日の翌日

から次の賃金締切日までの期間ごとにそれぞれ記載すること。

　⑷　８欄において、４欄から７欄までの記載事項の証明を行うこと。

　 別 記 第 十 九 号 様 式 （ 表 ） 中 「常用就職支度手当に相当する退職手当支給願」 を

「　　　�常用就職支度手当に相当する退職手当支給願

　�（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記載してください。）」

に 改 め 、 「㊞」 を 削 り 、

「

� 」
※処理欄 支給金額 円 支給決定年月日 年　�月　�日 を

「

　（注）記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。� 」

※処理欄 支給金額 円 支給決定年月日 年　�月　�日

に 改 め る 。

　 別 記 第 二 十 四 号 様 式 （ 裏 ） 、 別 記 第 二 十 五 号 様 式 （ 裏 ） 及 び 別 記 第 二 十 六 号 様 式 （ 裏 ） 中 「禁錮」 を 「拘禁刑」 に

改 め る 。

　　　 附　 則

（ 施 行 期 日 ）

１ 　 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 記 第 二 十 四 号 様 式 （ 裏 ） 、 別 記 第 二 十 五 号 様 式 （ 裏 ）

及 び 別 記 第 二 十 六 号 様 式 （ 裏 ） の 改 正 規 定 は 、 同 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 　 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 提 出 さ れ 、 又 は 交 付 さ れ て い る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る

規 則 の 様 式 （ 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ） に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 職

員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 則 の 様 式 に よ る も の と み な す 。

３　 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 取 り 繕 っ て 使 用 す る こ と が で き る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 公 益 的 法 人 等 へ の 石 川 県 職 員 等 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

石  川  県  人  事  委  員  会

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 五 号

　　　 公 益 的 法 人 等 へ の 石 川 県 職 員 等 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 公 益 的 法 人 等 へ の 石 川 県 職 員 等 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　

別 表 第 一 中
「 公 益 財 団 法 人 い し か わ 農 業 総 合 支 援 機 構

　　　　　　　 公 益 財 団 法 人 い し か わ ま ち づ く り 技 術 セ ン タ ー 」
を 「 公 益 財 団 法 人 い し か わ 農 業 総 合 支 援 機 構 」 に 改

め る 。
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　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 人 事 委 員 会 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日

石  川  県  人  事  委  員  会

石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 六 号

　　　 石 川 県 人 事 委 員 会 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条

　　　 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 人 事 委 員 会 が 所 管 す る 手 続 等 に 係 る 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 八 条 中 「 磁 気 デ ィ ス ク （ こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 を 含 む 。 ） 」 を

 「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 ） 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県人事委員会告示第１号

　県の事務所に係る労働基準法による区分（昭和46年石川県人事委員会告示第２号）の一部を次のように改正し、令

和７年４月１日から施行する ｡

　　令和７年３月31日

石　川　県　人　事　委　員　会　

　別表知事の部第12号の項中「農林総合研究センター（」の次に「能登農業復興研究室、」を加え、「及び農業試験場

病害虫防除室」を削り、同部別表第１各号に該当しない官公署の項中「及び農業試験場病害虫防除室」を削る。

令和７年３月 31 日（月曜日） 号� 外 3石 川 県 公 報
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